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環境影響評価準備書

■建設機械の稼働（予測地点 Y1 ～ Y12）

環境保全措置として、「排出ガス対策型建設機械の採用」、「仮囲いの設置」、

「散水」を実施することにより、すべての予測地点において、環境基準及び参考

値以下になると予測されました。

さらに、「作業方法の改善」を実施することにより、環境影響をできる限り回

避又は低減します。

環境保全措置

◎排出ガス対策型建設機械の採用 

◎仮囲いの設置

※予測結果は、準備書に記載している評価値を示しています。また、予測結果の[ ]は、二酸化窒素の
建設機械寄与濃度の参考値、粉じんの参考値を超過した地点の、 環境保全措置実施前の予測結
果を示しています。粉じんについては、季節別の予測値の最小～最大を示し、値がひとつのものは
値の季節変動がないものとなります。

■工事用車両の運行（予測地点 Y1 ～ Y7）

環境保全措置として、「工事用車両の洗車」を実施することにより、すべての

予測地点において、環境基準及び参考値以下になると予測されました。

さらに、「工事用車両の分散」を実施することにより、環境影響をできる限り

回避又は低減します。 環境保全措置

◎工事用車両の分散

※予測結果は、準備書に記載している評価値を示しています。 また、予測結果の[ ]は、粉じん等の
参考値を超過した地点の、環境保全措置実施前の 予測結果を示しています。粉じんについては、
季節別の予測値の最小～最大を示しています。

■自動車の走行（予測地点 Y1 ～ Y10）

すべての予測地点において、環境基準以下になると予測されました。

◎散水

◎作業方法の改善

※予測結果については、準備書に記載している評価値を示しています。

用語の解説

・ppm：1m3の空気中に1cm3の物質が存在する場合の濃度が1ppmとなります。
・日平均値の年間98%値：1年間の測定により得られた1日平均値のうち、低い方から98％に相

当する値です。
・日平均値の年間2%除外値：1年間の測定により得られた1日平均値のうち、高い方から2％の範

囲内にあるものを除外した後の最高値です。
・浮遊粒子状物質（SPM）：大気中に浮遊する粒子状の物質（浮遊粉じん、エアロゾルなど）

のうち、粒径が10マイクロメートル以下のものをいいます。
・粉じん：大気環境中に浮遊する微細な粒子状の物質のことです。
・降下ばいじん：大気中に排出されたり、風により地表から舞い上がった粒子状物質のうち、粒

子が比較的に大きいために、自重で地上に落下（降下）するものや、雨や雪
に取り込まれて地上に落下するものです。

・粉じん等の参考値：降下ばいじんにおいては、国が実施する環境保全に関する施策による基準
又は目標は示されていません。なお、回避又は低減に係る評価については、
建設機械の稼働による降下ばいじんにおける参考値として、10t/km2/月が
考えられます。これは、次のようにして設定されたものとなります。環境
を保全する上での降下ばいじん量は、スパイクタイヤ粉じんにおける生活
環境の保全が必要な地域の指標を参考とした20t/km2/月が目安と考えられ
ます。一方、降下ばいじん量の比較的高い地域の値は、10t/km2/月となっ
ています。評価においては、建設機械の稼働・工事用車両の運行による寄
与を対象としていることから、これらの差である10t/km2/月を参考値とし
ています。
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■建設機械の稼働（予測地点 Y1 ～ Y12）

環境保全措置として、「仮囲い等の設置」を実施することなどにより、すべての

予測地点において、規制基準以下になると予測されました。

さらに、「低騒音型建設機械の採用」、「作業方法の改善」を実施することによ

り、環境影響をできる限り回避又は低減します。

環境保全措置

◎低騒音型建設機械の採用 ◎仮囲い等の設置 ◎作業方法の改善

※予測結果については、準備書に記載している評価値を示し
ています。また、予測結果の[ ]は、規制基準を超過した地
点の、環境保全措置実施前の予測結果を示します。

■工事用車両の運行（予測地点 Y1 ～ Y7）

すべての予測地点において、環境基準以下になると予測されました。

さらに、「工事用車両の点検及び整備による性能維持」、「工事用車両の分散」、

「環境負荷低減を意識した運転の徹底」を実施することにより、環境影響をできる

限り回避又は低減します。

環境保全措置

◎工事用車両の点検及び整備による性能維持

◎工事用車両の分散 ◎環境負荷低減を意識した運転の徹底

※予測結果については、準備書に記載している評価値を示しています。

単位：dB

単位：dB

■自動車の走行（予測地点 Y1 ～ Y10）

環境保全措置として、「遮音壁の設置」、「トンネル吸収板の設置」を実施す

ることなどにより、すべての予測地点において、環境基準以下になると予測され

ました。

単位：dB 単位：dB

※予測結果については、準備書に記載している
評価値を示しています。また、予測結果の[ ]は、
規制基準を超過した地点の、環境保全措置実
施前の予測結果を示します。

・要請限度：騒音規制法に基づき、市町村長が自動車騒音や道路交通振動が生活環境を著し
く損なうと認めた際に、公安委員会へ交通規制などを要請するための環境省令
で定められた基準値を指します。

・dB（デシベル）：音や振動の大きさを表す単位です。
・ＬA5：騒音レベル（A特性）の90%レンジの上端値を示します。90％レンジ は、多数個

の騒音値を大きい順に並べた場合に、最高値と最低値の側からそれぞれ5％ずつ除
外したものです。

・ＬAeq：等価騒音レベル（A特性）を示します。ＬAeqは変動する騒音レベルのエネル
ギー量の平均値であり、 不規則で大幅に変動する騒音の評価値 の一つで、
人の感じ方との対応が良いとされています。

・近接空間：敷地境界より20m（ 2 車線以下の既存道路については15m）以内の地域を指
します。

・背後地：敷地境界から20m（ 2 車線以下の既存道路については15m）以遠の地域を指し
ます。

用語の解説

環境保全措置

◎遮音壁の設置 ◎トンネル吸音板の設置
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■自動車の走行（予測地点 Y1 ～ Y8）

すべての予測地点において、参考値以下と予測されました。

・低周波音：人の耳には感知し難い低い周波数（一般的に100Hz以下）の空気の振動を言
います。

・Ｌ50：50%時間率音圧レベルを示します。音圧レベルの値を大きい順に並べた場合、
ちょうど中央に位置する値を示します。

・ＬG5：5%時間率音圧レベル（Ｇ特性）を示します。Ｇ特性とは、一般的に人の耳には
聞こえないとされる超低周波音（20Hz以下の低周波音）の人体感覚を評価する指
標です。

用語の解説

■建設機械の稼働（予測地点 Y1 ～ Y12）

すべての予測地点において、規制基準以下と予測されました。

さらに、「低振動型建設機械の採用」、「作業方法の改善」を実施することに

より、環境影響をできる限り回避又は低減します。

環境保全措置

◎低振動型建設機械の採用 ◎作業方法の改善

※予測結果については、準備書に記載している評価値を示しています。

・Ｌ10：振動レベルの80%レンジの上端値を示します。80％レンジとは、多数個の騒音
値を大きい順に並べた場合に、最高値と最低値の側からそれぞれ10％ずつ除外し
たものです。

用語の解説

※予測結果については、準備書に記載している評価値を示しています。

■工事用車両の運行（予測地点 Y1 ～ Y7）

すべての予測地点において、要請限度以下と予測されました。

さらに、「工事用車両の分散」を実施することにより、環境影響をできる限り

回避又は低減します。 環境保全措置

◎工事用車両の分散単位：dB

単位：dB

単位：dB

※予測結果については、準備書に記載している評価値を示しています。

■自動車の走行（予測地点 Y1 ～ Y10）

すべての予測地点において、要請限度以下になると予測されました。

※予測結果については、準備書に記載している評価値を示しています。

注：振動に係る要請限度の地域指定がなされていない地点については、現況の
土地利用状況等を勘案して「第1 種区域」を想定し、（）で示しました。
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環境保全措置

◎観測修正法による最適な構造及び工法の採用

事  後  調  査

項目 調査項目 調査時期 調査地域 調査方法

水象（地下水） 地下水の水位
湧水の湧水量
トンネル内の湧水量
河川等の流量

工事前、工事中及び完成後 東念場地区、平沢地区及びその周辺 地下水観測孔による地下水の水位の観
測、湧水の流量の観測、トンネル内で発
生する湧水量の観測、河川等の流量の
観測
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山梨県区間では、実施区域は重要な地形及び地質を通過しないため、調査、予測及び評価は行わないことと
しました。
なお、土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域及び急傾斜地崩壊危険区域については、計画路線は通過す

る計画ですが、位置及び基本構造の検討段階から、それらに配慮した計画としています。

■道路の存在（予測地点 Y1 ～ Y6）
すべての予測地点において、参考値以下になると予測されました。

■道路の存在

環境保全措置

◎高架構造物の上下部工の形式・配置等の工夫
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調査方法調査地域調査時期調査項目項目

  観 による生 状況
の  

  地周辺
工事前～工事中の調
査 象の  期

    、  、    、 
   の生 状況

動 
目 観 及び 動 影 
置による利用状況の  

   ル     等の
設置地点、      

工事中～ 用後  ネの生 状況

   は 種を じた 
 の生 状況、 びに生
 環境の状況  

   は 種を じた 
 の生 地

 種の生  及び生
   等に じて設定

   は 種した  の生
 状況

  

  観 による生 状況
の  

  地周辺
工事前～工事中の調
査 象の  期

    及び    の生
 状況

生  

 動物   物  生  

  の          の     用

 地調査により、山梨県区間では、重要な動物    、重要な 物は    、重要な 落   落、長 県区間では、重要な動

物    、重要な 物    、重要な 落   落が 認されました。また、地域を特 づける生  は、 地調査  を基に、

「水  作地生  」、「    山生  」、「  高 生  」、「  山生  」、「  山高 生  」、「  

 山生  」を設定しました。予測  は下表のとおり、一 の で生 又は生 環境が保全されない 能性があると予測

されますが、環境保全措置を じることにより、環境影響をできる限り回避又は低減します。

予測結果
項目

   区 

   ネ、    、  、    、    の  種は、工 事の実施及び  の  による   動 の影響が
生じる   が り、生 環境は保全されない   が ると予測されます。
 その の 要な動 については、生 環境に変化は生じない、または生 環境は保全されると予測されます。

動 

  要な種で る      、       、 ン  、     、    の  種は、生 環境は保全され
ない、または生 環境は保全されない   が ると予測されます。
 その の 要な  及び 要な  については、生 環境に変化は生じない、または生 環境は保全される
と予測されます。

  

  位の注目種の    及び    について、生 環境が保全されない   が るた 、「  川  生
  」及び「    生  」は、保全されない   が ると予測されます。
 その の生  については、生  生 基 及び生  生 環境は保全されると予測されます。

生  

環境保全措置

 動物・    

 工事 工   及び工事用  の        用

 工事工 の検 及び   な工事の  等  ン     ン   低騒音型建設機械の採用

  水   設の設置     の  に配 した 工  観測修正法による最適な工法の採用

   工事  の  出しを   る   ン   の設置及び  性の低い  の採用

     の  出しを  した構造及び  性の低い  の採用   動  の 保      の  

      の 出

  物 

 工事 ・ 用後の     な 物 の        水   設の設置     の  に配 した 工

事 後 調 査

・工事工 の検討及び段階的な工事の実施等（ ンデ シ  ン ）：建設機械の稼働の ーク時 について、   間に配慮すること、及び

施工を段階的に実施し、動物に対し建設機械の稼働に って 生する騒音に れさせることです。

用語の解説
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用地補償の流れ
道路事業を実施するためには、土地（事業用地）が必要となります。このため、道路事業を進める

上で、地域の皆さまにご理解いただきながら、土地の確保に努めています。

地域の皆さんのご理解、ご協力が魅力あふれた住み良い地域づくりへの第一歩となります。

事 業 計 画 の 説 明

測 量 ･ 調 査 ･ 設 計

設 計 ･ 用 地 の 説 明

用 地 幅 杭 の 設 置

土 地 ･ 建 物 等 の 調 査

土地調書･物件調書の確認

補 償 の 説 明

契 約

建物等の移転･土地の引渡し

補 償 金 の 支 払 い

測量･調査を行うため、関係者や地域
の皆さまに計画の概要や施工計画など
の説明をします。

現地状況を把握するための測量･調査
を行います。また現地のデータに基づ
いて設計（Ｓ = 1 / 1 0 0 0 ） を行います。

設計図を基に関係者や地域の皆さま
に具体的な説明を行います。あわせて
用地補償に関する考え方の説明を行
います。

事業に必要な土地の範囲を明らかに
するため、用地幅杭を打ちます。

お譲り頂く土地の面積、移転して頂く
建物、塀や看板などの工作物、庭木
や果樹などの立木を詳しく調査します。

お譲り頂く土地や移転して頂く物件の
数量などについて調書を作成し、内容
を確認して頂きます。

ご確認頂いた調査結果をもとに、適正で
公平な補償を行うため、事業者が定め
た『補償基準』により補償金を算定し、
補償の内容について説明いたします。

補償の内容、建物移転、土地の引き渡し時期等に
ついてご了承頂き、書面で契約させて頂きます。
また、事業用地の登記手続きを行いますので、登記
に必要な書類を提出して頂きます。

建物、工作物、立木などを移転して土
地を引き渡して頂きます。

土地の所有権移転登記が完了し、土
地の引渡が完了した後に補償金をお
支払いします。注 ）

注 ） 前 払 い の 必 要 な 方 に は 、 必 要 書 類 を 提 出 し て 頂 い た 後 、
契 約 金 額 の ７ ０ ％ 以 内 の 額 を お 支 払 い し ま す 。

事 業 着 手
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